
令和３年５月 25日 
（記者配布資料） 

福岡市政記者各位 

 

福岡市プレミアム付電子商品券の取扱い店舗を募集します。

＜福岡市プレミアム付商品券の概要＞ 

（１）名称 FUKUOKA NEXT Pay 

（２）発行団体 福岡商工会議所・早良商工会・志賀商工会 

（３）商品券の形態  電子商品券（店舗のコードを客がスマホで読み取って決済） 

（４）使用期間 令和３年７月 30日～令和４年１月 29日 

（５）販売総額 2,500,000千円 

（６）発行総額 3,000,000千円（プレミアム分 20％を含む） 

（７）販売時期 令和３年７月を予定

【問い合わせ先】 
福岡市経済観光文化局総務・中小企業部 
政策調整課長 立石 洋一 
TEL：711-4254 （内線 2506） 
FAX：733-5593 

福岡市は、域内経済の活性化に向けた消費喚起の取組として、福岡商工会議所、早良商工会

及び志賀商工会が共同で実施する「福岡市プレミアム付電子商品券 FUKUOKA NEXT Pay」の発行

を支援しています。本日より、同商品券を利用できる店舗を募集しますので、本件の周知につ

きましてご協力賜りますようお願い申しあげます。

１ 期 間：令和３年５月 25日（火）～６月 11日（金） 

２ 対 象：福岡市内で営業している店舗 

（飲食店、小売店、宿泊施設など） 

３ 申 請 方 法：下記ホームページから登録。 

別紙「登録申請書」に必要事項を記入の上、ＦＡＸ、郵送で申し込むことも

できます。 

４ 店舗の負担：発行者（福岡商工会議所・早良商工会・志賀商工会）の会員以外の店舗は換

金額の３％の換金手数料が必要です。 

５ 申込・問い合わせ 

  FUKUOKA NEXT Pay事務局 

ＴＥＬ ０１２０－１９７－９５９（土日祝・年末年始を含む 9:00～18:00） 
ＦＡＸ ０３－５４３１－０７３２ ＵＲＬ https://f-nexpay.dx-ticket.jp 

https://f-nexpay.dx-ticket.jp/
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◆問合せ先 
ＦＵＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐａｙ事務局   
〒105−6405 東京都港区虎ノ門一丁目17番1虎ノ門ヒルズビジネスタワー5階 
全日 9:00～19:00 （土・日・祝、年末年始を含む） 
 
TEL: 0120-197-959（ＦＵＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐａｙコールセンター） 
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◆事業の趣旨 

福岡市内に店舗のある商店等において使用できるプレミアム付商品券（プレミアム率20％）を発行することに

より、商品・サービス購入の際の負担軽減を図り、新規に消費を上積みし、地元消費の拡大、地域経済の活性

化に資することを目的としています。 

 

１．商品券概要 

（１）名称    ＦＵＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐａｙ （略称：ネクスペイ） 

（２）発行元   福岡商工会議所、早良商工会、志賀商工会 

（３）発行額   総額３０億円（プレミアム分を含む）※プレミアム率２０％ 

（４）発行形式  電子商品券(スマートフォンのＱＲコード機能を利用したシステム) 

（５）販売価格  ５,０００円～５０，０００円（５，０００円単位で販売） 

（６）利用期間  ２０２１年７月３０日（金）～２０２２年１月２９日（土） 

（７）販売方法  予約販売（ＷＥＢによる申込み、応募多数の場合は抽選） 

（８）販売期間  一次販売（福岡市内居住者限定）：２０２１年７月 １日（木）～７月１５日（木） 

二次販売（居住地の制限なし） ：２０２１年８月１０日（火）～８月１７日（火） 

三次販売（居住地の制限なし） ：２０２１年９月 ７日（火）～完売まで 

※一次・二次販売は抽選販売。三次販売は先着販売。 

（９）購入限度額 １人５０，０００円（額面６０，０００円） 

（10）登録店舗数  福岡市内に店舗のある小売店、飲食店及び旅館など 

               約５，０００店舗～１０，０００店舗（予定） 

（11） 換金手数料  福岡商工会議所、早良商工会、志賀商工会の会員は無料、非会員は換金額の３％ 

※大型店・量販店・チェーン店・系列店などの市内に複数の店舗を持つ事業者については、本

社や本店等が会員であっても、支払口座を店舗ごとに選択し、かつ２店舗目以降が非会員の

場合は、２店舗目以降の店舗には換金額の３％の換金手数料が発生します。              

               ※換金時、上記換金手数料を差し引きし、指定の口座にお支払いいたします。 

               ※振込手数料は発行元が負担します。 

 
２．商品券取り扱い厳守事項 

○商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。 

○商品券と現金の交換は禁止しています。 

○代金の不足分は現金等で受け取ってください。 

○商品返品の際に現金による返金はできません。また、誤決済が発生した場合は、当日中に取消処理を行って

ください。取消処理の際に返金額が利用者のアプリケーション内の残高に反映したことを確認してくださ

い。翌銀行営業日の午前９時以降に取消処理が必要となる場合は、店舗での処理は出来かねますので、ＦＵ

ＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐａｙコールセンターへご連絡ください。    

○店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品などを定める場合（特売品など）は、あらかじめ利用者が認識

できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。  

○他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、商品券使用上限額などを定める場合はあらかじめ利用者が

認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。  

○商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行元は責を負いません。 

 

３．商品券の利用対象にならないもの 

○現金との換金、金融機関への預け入れ 

○有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等）、旅行

券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入 

○「当せん金付証票法（昭和２３年法律第１４４号）」第２条に規定する当せん金付証票（宝くじ）及び「ス
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ポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成１０年法律第６３号）」第２条に規定するスポーツ振興投票券 

の購入 

○スキーのリフト券、年間パス、ゴルフ券、有効期限が記載されないチケット類の購入。 

○会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が２０２２年１月２９日を超える

ものの購入 

○出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等） 

○土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等の不動産に関わる支払い 

○事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入 

○医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む）の支払い 

○「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）」第２条に規定する性

風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキ

ャバレー、クラブ、待合などに要する支払い 

○特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い 

○その他、各取扱店舗が指定するものへの支払い 

○その他、この商品券の発行趣旨にそぐわないものへの支払い 

 

４．登録にあたっての参加資格 

○市内に事業所・店舗等を有し、福岡市内の店舗等のみにおいて商品券の利用を制限出来る者。 

但し、次の事業者を除く。 

ａ．「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）」第２条に規定 

する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目 

的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等を行っている者 

ｂ．特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者 

ｃ．上記３.[商品券の利用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等 

ｄ．福岡市の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けている者 

ｅ．「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）」第１６７条の４第２項第２号に該当する者及び

「刑法（明治４０年法律第４５号）」第９６条の３若しくは第１９８条又は「私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）」第３条の規定による刑の容疑により「刑事

訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）」第２４７条の規定に基づく公訴を提起されている者等 

ｆ．役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体 

にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営

業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）」（以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）であるとき。 

ｇ．暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に

関与しているとき。 

ｈ．役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

ｉ．役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積

極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 

ｊ．役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

５． 登録店舗の遵守事項 

 次に掲げる事項を遵守していただきます。 

ａ．登録店舗であることが明確になるよう、販売ツール（ポスター及びステッカー）を利用者が分かりやすい

場所に掲示してください。 

     ｂ．利用者が使用する商品券について、決済を行って問題ないかの確認をしてください。 

なお、アプリケーションの仕様が異なるなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取り
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を拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報してください。また、その旨をＦＵＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ 

Ｐａｙコールセンターに報告してください。 

ｃ．決済ごとに適切に処理されたことをアプリ内の店舗用確認ページで確認してください。 

ｄ．利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。 

ｅ．換金時の入金額に差異がないかを確認ください。万が一、差異がある場合は入金後２週間以内に異議申

し立てを行ってください。 

ｆ．プレミアム付電子商品券事業の運営にご協力ください。 

 

６．登録店舗申し込みについて 

（１）申込方法 

① 登録希望者は、この「募集要項兼利用規約」に同意の上、『福岡市プレミアム付電子商品券 ＦＵＫ

ＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐａｙ 登録店舗申請書』に必要事項を入力または記入し、下記のいずれかで申請して

ください。 

１．特設サイトＵＲＬ：https://f-nexpay.dx-ticket.jp 

２．ＦＡＸで申請：０３-５４３１-０７３２ 

３．郵送で申請 

宛先：ＦＵＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐａｙ事務局 

〒８１２-００１６ 

福岡県福岡市博多区博多駅南１-７-１６オーリン７号ビル２０２ 

 

② 大型店・量販店・チェーン店・系列店などの市内に複数の店舗を持つ事業者については、原則、店舗

ごとではなく、事業者単位でとりまとめて申込みを行ってください（原則、市内全ての店舗で利用可とし

てください）。この場合、すべての登録店舗に「募集要項」の内容に同意していただき申し込む必要があ

ります。登録は、特設サイトよりお申込みください。 

※支払口座を一括、若しくは、店舗ごとに指定することができます。 

※ただし、店舗ごとに指定する場合は、本社や本店等が会員であっても、２店舗目以降が非会員の場合

は、２店舗目以降の店舗には換金額の３％の換金手数料が発生します。 

 

（２）申込期間 

 ２０２１年５月２５日（火）から６月１１日（金）まで 

 

（３）登録・承認 

申込みのあった事業者については、発行元の審査を経て、登録店舗として承認します。 

ただし、承認後であっても下記に該当する場合には、承認を取り消すことがあります。 

①  申込み内容に虚偽・不備等があった場合 

②  発行元が承認を取り消すと判断した場合 

なお、登録店舗として承認を受けた事業者に対しては、後日、店頭掲示用の登録店舗表示ステッカーなどの販

促ツールを配布します。 

 

７．換金について 

物品の販売又は役務の提供などの取引において商品券により決済を行った登録店舗は、以下（１）～

（３）により換金を行うことが出来ます。 

（１）登録店舗は、登録申請時に入金先の口座を指定します。決済データにもとづき、（３）に定めるス

ケジュールで指定口座へ自動的に振込が行われます。 

（２）換金時に1.（11）に定める換金手数料を差し引いた以下の金額が、登録申請時の指定口座へ支払わ

れることとなります。 

金額：各決済期間における商品券決済総額－換金手数料（P1 1.（11）参照） 
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（３）決済期間に応じて月２回の振込予定日に登録店舗の指定口座へ支払います。 

決済期間 振 込 予 定 日 

2021年07月30日(金)～08月15日(日) 2021年08月20日(金) 

2021年08月16日(月)～08月31日(火) 2021年09月07日(火) 

2021年09月01日(水)～09月15日(水) 2021年09月24日(金) 

2021年09月16日(木)～09月30日(木) 2021年10月07日(木) 

2021年10月01日(金)～10月15日(金) 2021年10月22日(金) 

2021年10月16日(土)～10月31日(日) 2021年11月08日(月) 

2021年11月01日(月)～11月15日(月) 2021年11月22日(月) 

2021年11月16日(火)～11月30日(火) 2021年12月07日(火) 

2021年12月01日(水)～12月15日(水) 2021年12月22日(水) 

2021年12月16日(木)～12月31日(金) 2022年01月11日(火) 

2022年01月01日(土)～01月15日(土) 2022年01月21日(金) 

2022年01月16日(日)～01月29日(土) 2022年02月07日(月) 

 

※締切日は、各月15日と月末とし、それぞれ土日祝日を除いた５銀行営業日後を振込予定日としま 

す。 

   ※振込予定日と実際の入金日は、ご指定の金融機関によって前後する可能性がございます。 

※上記日程は予定の為、変更となる可能性があります。最終スケジュールにつきましては、後日配

布いたします「登録店舗マニュアル」にて必ずご確認ください。 

 

８．登録店舗の取消等 

 「募集要項兼利用規約」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や登録店舗の承認取消を行う場合が

あります。また、その違反行為により、損害金が生じた際は損害賠償請求を行う場合があります。 

 

９．その他留意事項 

（１）商品券の取り扱い、換金の方法など詳細については、７月中旬頃に配布する「登録店舗マニュア

ル」を参照してください。 

（２）「募集要項兼利用規約」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、発行元がその都

度対応を決定します。           

（３）登録店舗の店舗情報（店舗名称、所在地、電話番号、業種等）は、「ＦＵＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐ

ａｙ」ホームページ、その他の方法により広報します。 

（４）本事業用にデザインされた「商品券」の肖像使用を含む広報告知物の作成・掲出等については事前

に届出が必要となります。 

（５）発行元の方針等によって、内容が変更される可能性がある旨を予め了承願います。 

 

 

附 則 

この規約は、令和３年５月２５日より施行する。 



福岡商工会議所　御中
（FUKUOKA NEXT Pay事務局経由）

令和 3 年 月 日

1.基本情報

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

備考欄

１ページ/２ページ中

福岡市プレミアム付電子商品券　FUKUOKA NEXT Pay　登録店舗申請書

申請日
　下記により、福岡市プレミアム付電子商品券 FUKUOKA NEXT Payに登録店舗として申請いたします。
　なお、私は「登録店舗　募集要項兼利用規約」を理解した上で届出し、申請書に記載した事項はすべて相違ないこと
を誓約します。また、申請書に記載した情報が貴所の審査に利用されること、ならびに、登録店舗に認定された際には
本事業の運営のために利用されることに同意します。

記

フ リ ガ ナ

事 業 所 名

所 在 地
〒

電 話 番 号 FAX 番 号

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ

代 表 者
（役職）　　　　　（氏名）

担 当 者
（役職）　　　　　（氏名）

担当者
電話番号

担当者
E-MAIL

発行元の会員の有無
※非会員の場合、売上金の精算時に換金手数料3%がかかります。

　□ 福岡商工会議所　□ 早良商工会　□ 志賀商工会
　□ 非会員

＜非会員の場合＞
入会希望の有無
※入会を希望する場合は、所在地に応じて会議所または商工会よりご連絡します。

　□ 希望する　　　　　□ 希望しない

フ リ ガ ナ

２.店舗情報（基本情報と同じ場合は、『基本情報と同じ』と記入してください）
　※店舗情報は専用ホームページにおいて公開いたします。

店 舗 名 称

店 舗 住 所
〒

店舗電話番号 店舗FAX番号

店舗ホームページ

URL

営 業 時 間

平日

定休日土曜

日・祝



□ □ □

9 9 0 0

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業内容

小売業

飲食店

宿泊業

スポーツ施設

カラオケ

簡易宿所 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

美容室・理髪店 エステ・ネイル ﾏｯｻｰｼﾞ・ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ 美容整形・インプラント 旅行 家事

設計・リフォーム 修理・修繕 教育・教養・技能 レンタル 映画・興行

バー・ダイニングバー うどん・そば・丼

粉もの 鍋料理 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

アジア・エスニック・各国料理

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

中華料理 洋食 フレンチ・イタリアン ラーメン・餃子 焼肉･ホルモン･韓国料理 すき焼き・しゃぶしゃぶ

カフェ･スイーツ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ・食堂 居酒屋

その他

その他（　　　　　　）美容・健康 美容・コスメ・香水

スポーツ用品 その他（　　　　　　）スポーツウェア・アクセサリー フィットネス・トレーニング 専門器具（ボール・ラケット等）

住まい・暮らし

スマートフォン・通信機器 自転車 カー用品 リサイクル

インテリア・収納 寝具 DIY・工具 キッチン用品・食器

鮮魚 食肉 米穀

ダイエット・健康 医療品・医薬部外品 介護用品

家電 ﾊﾟｿｺﾝ･ﾀﾌﾞﾚｯﾄ･周辺機器

カメラ・デジタルカメラ その他（　　　　　　）

下着・ナイトウェア

レディース メンズ 靴 バッグ･小物

飲食料品

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

花 ゲーム・玩具 楽器・音楽機材 CD・DVD 書籍・文具類 雑貨・手芸

菓子・デザート 酒類

パン 茶・飲料

料理・惣菜 農産加工品 水産加工品 畜産加工品 調味料 健康食品

野菜・果実

和食・寿司

カレー

旅館 ホテル

クリーニング

冠婚葬祭

遊技場

サービス業

主たる業種

カテゴリー① カテゴリー②

スーパーマーケット コンビニエンスストア

その他専門店
※以下のカテゴリー①、②から、それぞれ最も当てはまるものを選択してください

家電量販店ドラッグストア・薬局百貨店 ショッピングセンターホームセンター

キッズ・ベイビー・マタニティー その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
ファッション

宝石・アクセサリー 腕時計

３．口座振替依頼書
本事業にかかる売上金について、下記の口座へ振込を依頼します。

金
融
機
関

(

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外

)

福岡銀行 西日本シティ銀行
※上記以外の場合

（支店名） 本店　　　　　支店　　　　出張所　

預金種類 総合（普通） 当座 その他（　　　　　　　　）
銀行コード 支店コード 口座番号

フリガナ

口座名義人

　 　　銀行　　　　信用金庫　　　　(　　　　　)

ご記入後は下記宛にFAXを送付してください。
受付完了後に、ご担当者のE-MAIL宛に受付完了メールをお送りします。
土・日・祝日を除き、4日が経過しても受付完了メールが届かない場合は、事務局までお電話ください。

FAX番号：03-5431-0732
【お問い合わせ先】
FUKUOKA　NEXT　Pay事務局
TEL:0120-197-959

２ページ/２ページ中

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

金融機関コード 店番 口座番号

フリガナ

口座名義人



福岡商工会議所　御中
（FUKUOKA NEXT Pay事務局経由）

令和 3 年 5 月 25 日

1.基本情報

10 ： 00 ～ 19 ： 00

10 ： 00 ～ 20 ： 00

10 ： 00 ～ 20 ： 00

事 業 所 名 株式会社 FUKUOKA NEXT Pay

所 在 地
〒８１２－００１２
福岡市博多区博多駅中央街９－１KITTE博多１Ｆ

電 話 番 号 ０９２－０００－１１１１ FAX 番 号 ０９２－０００－２２２２

福岡市プレミアム付電子商品券　FUKUOKA NEXT Pay　登録店舗申請書

申請日
　下記により、福岡市プレミアム付電子商品券 FUKUOKA NEXT Payに登録店舗として申請いたします。
　なお、私は「登録店舗　募集要項兼利用規約」を理解した上で届出し、申請書に記載した事項はすべて相違ないこと
を誓約します。また、申請書に記載した情報が貴所の審査に利用されること、ならびに、登録店舗に認定された際には
本事業の運営のために利用されることに同意します。

記

フ リ ガ ナ カ）フクオカネクストペイ

担当者
電話番号

０９２－０００－３３３３ 担当者
E-MAIL fukuoka@XXX.co.jp

発行元の会員の有無
※非会員の場合、売上金の精算時に手数料3%がかかります。

　□ 福岡商工会議所　□ 早良商工会　□ 志賀商工会
　☑ 非会員

フ リ ガ ナ フクオカ　タロウ フ リ ガ ナ フクオカ　ジロウ

代 表 者
（役職）　　　　　（氏名）
代表取締役社長　　　福岡　太郎 担 当 者

（役職）　　　　　（氏名）
総務部課長　　　　　福岡　次郎

店 舗 名 称 ネクスペイ商店

店 舗 住 所
〒
基本情報と同じ

＜非会員の場合＞
入会希望の有無
※入会を希望する場合は、所在地に応じて会議所または商工会よりご連絡します。

　☑ 希望する　　　　　□ 希望しない

２.店舗情報（基本情報と同じ場合は、『基本情報と同じ』と記入してください）
　※店舗情報は専用ホームページにおいて公開いたします。

フ リ ガ ナ ネクスペイショウテン

営 業 時 間

平日

定休日
毎週月曜日
年末年始（12月29日～3月3日）

土曜

日・祝

店舗電話番号 ０９２－１１１－２２２２ 店 舗 FAX 番
号

０９２－１１１－２２２２

店舗ホームページ

URL https://fukuoka@XXXX.com

備考欄
※現在短縮営業を取らせていただいております。

１ページ/２ページ中

＜記入見本＞ 申込日をご記入ください

mailto:fukuoka@XXX.co.jp
https://fukuoka@XXXX.com


☑ □ □

0 1 7 7 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1

カ ） フ ク オ カ ネ ク ス ト ペ イ

9 9 0 0

主たる業種 事業内容

小売業

スーパーマーケット コンビニエンスストア ホームセンター 百貨店

ファッション
レディース メンズ 靴 バッグ･小物 宝石・アクセサリー

ショッピングセンター ドラッグストア・薬局 家電量販店

その他専門店
※以下のカテゴリー①、②から、それぞれ最も当てはまるものを選択してください

カテゴリー① カテゴリー②

茶・飲料

料理・惣菜 農産加工品 水産加工品 畜産加工品 調味料 健康食品

腕時計

下着・ナイトウェア キッズ・ベイビー・マタニティー その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

野菜・果実 鮮魚 食肉 米穀 パン

菓子・デザート 酒類 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

住まい・暮らし

花 ゲーム・玩具 楽器・音楽機材 CD・DVD 書籍・文具類 雑貨・手芸

飲食料品

カメラ・デジタルカメラ スマートフォン・通信機器 自転車 カー用品 リサイクル その他（　　　　　　）

インテリア・収納 寝具 DIY・工具 キッチン用品・食器 家電 ﾊﾟｿｺﾝ･ﾀﾌﾞﾚｯﾄ･周辺機器

スポーツ用品 スポーツウェア・アクセサリー フィットネス・トレーニング 専門器具（ボール・ラケット等） その他（　　　　　　）

その他 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

美容・健康 ダイエット・健康 美容・コスメ・香水 医療品・医薬部外品 介護用品 その他（　　　　　　）

焼肉･ホルモン･韓国料理 すき焼き・しゃぶしゃぶ

アジア・エスニック・各国料理 カフェ･スイーツ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ・食堂 居酒屋 バー・ダイニングバー うどん・そば・丼飲食店
和食・寿司 中華料理 洋食 フレンチ・イタリアン ラーメン・餃子

カレー 粉もの 鍋料理 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

宿泊業 旅館 ホテル 簡易宿所 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

サービス業
クリーニング 美容室・理髪店 エステ・ネイル ﾏｯｻｰｼﾞ・ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ 美容整形・インプラント 旅行 家事

冠婚葬祭 設計・リフォーム 修理・修繕 教育・教養・技能 レンタル 映画・興行 スポーツ施設

遊技場 カラオケ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．口座振替依頼書
本事業にかかる売上金について、下記の口座へ振込を依頼します。

金
融
機
関

(

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外

)

福岡銀行 西日本シティ銀行
※上記以外の場合 　 　　銀行　　　　信用金庫　　　　(　　　　　)

（支店名）　　　　　　　博多

ご記入後は下記宛にFAXを送付してください。
受付完了後に、ご担当者のE-MAIL宛に受付完了メールをお送りします。
土・日・祝日を除き、4日が経過しても受付完了メールが届かない場合は、事務局までお電話ください。

FAX番号：03-5431-0732
【お問い合わせ先】
FUKUOKA　NEXT　Pay事務局
TEL:0120-197-959

２ページ/２ページ中

フリガナ

口座名義人 株式会社 FUKUOKA NEXT Pay

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

金融機関コード 店番 口座番号

フリガナ

口座名義人

本店　　　　　支店　　　　出張所　

預金種類 総合（普通） 当座 その他（　　　　　　　　）
銀行コード 支店コード 口座番号

（例）洋服店
（女性向け商品の販売割合が多い場合）

銀行コード・支店コード・口座

番号・口座名義人については、

通帳をご確認の上、ご記入く

福岡銀行、西日本銀行以外の場合は、

こちらに金融機関名をご記入ください。

ゆうちょ銀行の場合は、下段のゆう

ちょ銀行欄にご記入ください。



令和３年５月２５日 

ＦＵＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐａｙ事務局 

事業者向け事前説明会開催のご案内 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。このたびは、ＦＵＫＵＯＫＡ  ＮＥＸＴ Ｐａｙ（ネ

クスペイ）への参加をご検討いただきありがとうございます。 
 さて、私どもでは、ネクスペイの事業概要と電子商品券の使い方をテーマとした説明会を下記の要領で開

催いたしますので、ご案内申し上げます。 

  

 ◆事業内容がよく分からない 

 ◆登録申込の前に詳しい話が聞きたい 

 ◆電子商品券の取り扱いが初めてなので不安だ 

 

このようなお悩みを解消するための機会にしたいと存じ上げます。ご参加をいただける場合は、下記のホ

ームページよりインターネットにて参加申込をお願いいたします。インターネットでのお申込が困難な方に

つきましては、お電話でも受け付けております。お電話の際には、「事業者向け事前説明会への参加希望」

とお伝えくださいますよう、お願いいたします。 

 敬具  

ＦＵＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐａｙ事務局 

ホームページＵＲＬ：https://f-nexpay.dx-ticket.jp 
電話番号：０１２０-１９７-９５９ 

【受付時間】９：００～１９：００（土・日・祝日も含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各会場へのお申込は先着順で受け付けております。会場によっては、満席の場合がございますので、 

ご理解いただけますよう、お願いいたします。 

※説明会への参加は任意です。登録申請の必須要件ではございません。 

地区名 日程 時間 施設名 住所

博多区 5/31 10:00～11:00 福岡商工会議所 福岡市博多区博多駅前２丁目９−２８

博多区 6/3 15:00～16:00 福岡商工会議所 福岡市博多区博多駅前２丁目９−２８

中央区 6/3 10:00～11:00 中央市民センター 福岡市中央区赤坂２丁目５−８

中央区 6/7 17:00～18:00 中央市民センター 福岡市中央区赤坂２丁目５−８

東区 6/7 10:00～11:00 東市民センター 福岡市東区千早４丁目２１−４５

東区 6/8 17:00～18:00 東市民センター 福岡市東区千早４丁目２１−４５

西区 6/2 17:00～18:00 西市民センター 福岡市西区内浜１丁目４−３９

西区 6/4 10:00～11:00 西市民センター 福岡市西区内浜１丁目４−３９

南区 6/2 17:00～18:00 男女共同参画推進センター 福岡市南区高宮３丁目３−１

南区 6/11 10:00～11:00 男女共同参画推進センター 福岡市南区高宮３丁目３−１

城南区 6/1 17:00～18:00 城南市民センター 福岡市城南区片江５丁目３−２５

城南区 6/10 10:00～11:00 城南市民センター 福岡市城南区片江５丁目３−２５

早良区 6/4 17:00～18:00 ももちパレス 福岡県福岡市早良区百道２丁目３−１５

早良区 6/9 10:00～11:00 ももちパレス 福岡県福岡市早良区百道２丁目３−１５

早良商工会 6/7 14:00～15:00 早良商工会 福岡県福岡市早良区東入部２丁目１４−１０
志賀商工会 6/8 10:00～11:00 志賀商工会 福岡県福岡市東区西戸崎１丁目５−１８

https://f-nexpay.dx-ticket.jp/
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	福岡市内に店舗のある商店等において使用できるプレミアム付商品券（プレミアム率20％）を発行することにより、商品・サービス購入の際の負担軽減を図り、新規に消費を上積みし、地元消費の拡大、地域経済の活性化に資することを目的としています。
	１．商品券概要
	（１）名称　　　　ＦＵＫＵＯＫＡ　ＮＥＸＴ　Ｐａｙ　（略称：ネクスペイ）
	（２）発行元　　　福岡商工会議所、早良商工会、志賀商工会
	（３）発行額　　　総額３０億円（プレミアム分を含む）※プレミアム率２０％
	（４）発行形式　　電子商品券(スマートフォンのＱＲコード機能を利用したシステム)
	（５）販売価格　　５,０００円～５０，０００円（５，０００円単位で販売）
	（６）利用期間　　２０２１年７月３０日（金）～２０２２年１月２９日（土）
	（７）販売方法　　予約販売（ＷＥＢによる申込み、応募多数の場合は抽選）
	（８）販売期間　　一次販売（福岡市内居住者限定）：２０２１年７月　１日（木）～７月１５日（木）
	二次販売（居住地の制限なし）　：２０２１年８月１０日（火）～８月１７日（火）
	三次販売（居住地の制限なし）　：２０２１年９月　７日（火）～完売まで
	※一次・二次販売は抽選販売。三次販売は先着販売。
	（９）購入限度額　１人５０，０００円（額面６０，０００円）
	（10）登録店舗数　　福岡市内に店舗のある小売店、飲食店及び旅館など
	約５，０００店舗～１０，０００店舗（予定）
	（11）　換金手数料　　福岡商工会議所、早良商工会、志賀商工会の会員は無料、非会員は換金額の３％
	※大型店・量販店・チェーン店・系列店などの市内に複数の店舗を持つ事業者については、本社や本店等が会員であっても、支払口座を店舗ごとに選択し、かつ２店舗目以降が非会員の場合は、２店舗目以降の店舗には換金額の３％の換金手数料が発生します。
	※換金時、上記換金手数料を差し引きし、指定の口座にお支払いいたします。
	※振込手数料は発行元が負担します。
	２．商品券取り扱い厳守事項
	○商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。
	○商品券と現金の交換は禁止しています。
	○代金の不足分は現金等で受け取ってください。
	○商品返品の際に現金による返金はできません。また、誤決済が発生した場合は、当日中に取消処理を行ってください。取消処理の際に返金額が利用者のアプリケーション内の残高に反映したことを確認してください。翌銀行営業日の午前９時以降に取消処理が必要となる場合は、店舗での処理は出来かねますので、ＦＵＫＵＯＫＡ　ＮＥＸＴ　Ｐａｙコールセンターへご連絡ください。
	○店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品などを定める場合（特売品など）は、あらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。
	○他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、商品券使用上限額などを定める場合はあらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。
	○商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行元は責を負いません。
	３．商品券の利用対象にならないもの
	○現金との換金、金融機関への預け入れ
	○有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等）、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
	○「当せん金付証票法（昭和２３年法律第１４４号）」第２条に規定する当せん金付証票（宝くじ）及び「スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成１０年法律第６３号）」第２条に規定するスポーツ振興投票券
	の購入
	○スキーのリフト券、年間パス、ゴルフ券、有効期限が記載されないチケット類の購入。
	○会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が２０２２年１月２９日を超えるものの購入
	○出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等）
	○土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等の不動産に関わる支払い
	○事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
	○医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む）の支払い
	○「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）」第２条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
	○特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
	○その他、各取扱店舗が指定するものへの支払い
	○その他、この商品券の発行趣旨にそぐわないものへの支払い
	４．登録にあたっての参加資格
	○市内に事業所・店舗等を有し、福岡市内の店舗等のみにおいて商品券の利用を制限出来る者。
	但し、次の事業者を除く。
	ａ．「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）」第２条に規定
	する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目
	的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等を行っている者
	ｂ．特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
	ｃ．上記３.[商品券の利用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等
	ｄ．福岡市の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けている者
	ｅ．「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）」第１６７条の４第２項第２号に該当する者及び「刑法（明治４０年法律第４５号）」第９６条の３若しくは第１９８条又は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）」第３条の規定による刑の容疑により「刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）」第２４７条の規定に基づく公訴を提起されている者等
	ｆ．役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体
	にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）」（以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。
	ｇ．暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
	ｈ．役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
	ｉ．役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
	ｊ．役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
	５． 登録店舗の遵守事項
	次に掲げる事項を遵守していただきます。
	ａ．登録店舗であることが明確になるよう、販売ツール（ポスター及びステッカー）を利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
	ｂ．利用者が使用する商品券について、決済を行って問題ないかの確認をしてください。
	なお、アプリケーションの仕様が異なるなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報してください。また、その旨をＦＵＫＵＯＫＡ　ＮＥＸＴ　Ｐａｙコールセンターに報告してください。
	ｃ．決済ごとに適切に処理されたことをアプリ内の店舗用確認ページで確認してください。
	ｄ．利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。
	ｅ．換金時の入金額に差異がないかを確認ください。万が一、差異がある場合は入金後２週間以内に異議申し立てを行ってください。
	ｆ．プレミアム付電子商品券事業の運営にご協力ください。
	６．登録店舗申し込みについて
	（１）申込方法
	①　登録希望者は、この「募集要項兼利用規約」に同意の上、『福岡市プレミアム付電子商品券　ＦＵＫＵＯＫＡ　ＮＥＸＴ　Ｐａｙ 登録店舗申請書』に必要事項を入力または記入し、下記のいずれかで申請してください。
	１．特設サイトＵＲＬ：https://f-nexpay.dx-ticket.jp
	２．ＦＡＸで申請：０３-５４３１-０７３２
	３．郵送で申請
	宛先：ＦＵＫＵＯＫＡ　ＮＥＸＴ　Ｐａｙ事務局
	〒８１２-００１６
	福岡県福岡市博多区博多駅南１-７-１６オーリン７号ビル２０２
	②　大型店・量販店・チェーン店・系列店などの市内に複数の店舗を持つ事業者については、原則、店舗ごとではなく、事業者単位でとりまとめて申込みを行ってください（原則、市内全ての店舗で利用可としてください）。この場合、すべての登録店舗に「募集要項」の内容に同意していただき申し込む必要があります。登録は、特設サイトよりお申込みください。
	※支払口座を一括、若しくは、店舗ごとに指定することができます。
	※ただし、店舗ごとに指定する場合は、本社や本店等が会員であっても、２店舗目以降が非会員の場合は、２店舗目以降の店舗には換金額の３％の換金手数料が発生します。
	（２）申込期間
	２０２１年５月２５日（火）から６月１１日（金）まで
	（３）登録・承認
	申込みのあった事業者については、発行元の審査を経て、登録店舗として承認します。
	ただし、承認後であっても下記に該当する場合には、承認を取り消すことがあります。
	①  申込み内容に虚偽・不備等があった場合
	②  発行元が承認を取り消すと判断した場合
	なお、登録店舗として承認を受けた事業者に対しては、後日、店頭掲示用の登録店舗表示ステッカーなどの販促ツールを配布します。
	７．換金について
	物品の販売又は役務の提供などの取引において商品券により決済を行った登録店舗は、以下（１）～（３）により換金を行うことが出来ます。
	（１）登録店舗は、登録申請時に入金先の口座を指定します。決済データにもとづき、（３）に定めるスケジュールで指定口座へ自動的に振込が行われます。
	（２）換金時に1.（11）に定める換金手数料を差し引いた以下の金額が、登録申請時の指定口座へ支払われることとなります。
	金額：各決済期間における商品券決済総額－換金手数料（P1　1.（11）参照）
	（３）決済期間に応じて月２回の振込予定日に登録店舗の指定口座へ支払います。
	※締切日は、各月15日と月末とし、それぞれ土日祝日を除いた５銀行営業日後を振込予定日としま　す。
	※振込予定日と実際の入金日は、ご指定の金融機関によって前後する可能性がございます。
	※上記日程は予定の為、変更となる可能性があります。最終スケジュールにつきましては、後日配布いたします「登録店舗マニュアル」にて必ずご確認ください。
	８．登録店舗の取消等
	「募集要項兼利用規約」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や登録店舗の承認取消を行う場合があります。また、その違反行為により、損害金が生じた際は損害賠償請求を行う場合があります。
	９．その他留意事項
	（１）商品券の取り扱い、換金の方法など詳細については、７月中旬頃に配布する「登録店舗マニュアル」を参照してください。
	（２）「募集要項兼利用規約」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、発行元がその都度対応を決定します。
	（３）登録店舗の店舗情報（店舗名称、所在地、電話番号、業種等）は、「ＦＵＫＵＯＫＡ ＮＥＸＴ Ｐａｙ」ホームページ、その他の方法により広報します。
	（４）本事業用にデザインされた「商品券」の肖像使用を含む広報告知物の作成・掲出等については事前に届出が必要となります。
	（５）発行元の方針等によって、内容が変更される可能性がある旨を予め了承願います。
	附 則
	この規約は、令和３年５月２５日より施行する。
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